
◎外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部

を改正する法律 
（令和二年五月二九日法律第三三号）   

一、提案理由（令和元年一一月二七日・衆議院法務委員会） 

○森国務大臣 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正す

る法律案について、その趣旨を御説明いたします。 

 この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外

的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び

国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となる

ための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律

事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。 

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 まず、第一に、外国法事務弁護士等が手続を代理できる国際仲裁事件の定義規定を見

直し、その範囲を拡大するとともに、国際調停事件の定義規定を新設し、その手続の代

理をすることができることとしております。 

 第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、

資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国

における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 

 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする

弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととして

おります。 

 施行日は、第一の国際仲裁事件及び国際調停事件の手続の代理の規定の整備並びに第

二の職務経験要件の緩和が公布の日から起算して三月経過後、第三の弁護士・外国法事

務弁護士共同法人制度の創設が公布の日から二年六月の範囲内において政令で定める日

としております。 

 以上が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法

律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。 

二、衆議院法務委員長報告（令和元年一二月三日） 

○松島みどり君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律

関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調

停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるため

の職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務

を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであり



ます。 

 本案は、去る十一月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日森まさこ法務大臣から

提案理由の説明を聴取し、二十九日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、

討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年一一月二九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 企業の国際取引の増加等に伴い需要が拡大している外国法サービスや、本法の施行

により我が国でも活性化が期待される国際仲裁及び国際調停の担い手となれる日本の

弁護士その他の法務人材が養成されるよう、人材育成その他の必要な取組を行うこと。 

二 日本法令の外国語訳を迅速に提供するなど、我が国における国際仲裁及び国際調停、

ひいては国際ビジネスの活性化に向けた環境整備に取り組むこと。 

三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁

護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本

制度の運用状況を注視し、必要に応じて更なる措置を講ずること。 

四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度における外国法事務弁護士が執行できる業

務の範囲及び権限外の業務に対する不当関与の禁止の規定等について、企業を含む関

係者に対し、十分な周知・説明を行うこと。 

三、参議院法務委員長報告（令和二年四月一〇日） 

○竹谷とし子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的

法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国

際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となる

ための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律

事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等

の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、我が国における国際仲裁、国際調停を活性化させる必要性、

職務経験要件を緩和する趣旨、共同法人における外国法事務弁護士の不当な関与の防止

策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 



 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和二年四月七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 企業の国際取引の増加等に伴い需要が拡大している外国法サービスや、本法の施行

により我が国でも活性化が期待される国際仲裁及び国際調停の担い手となり得る日本

の弁護士その他の法務人材の養成に向けて、人材育成その他の必要な取組を行うこと。 

二 日本法令の外国語訳を迅速に提供するなど、我が国における国際仲裁及び国際調停、

ひいては国際ビジネスの活性化に向けた環境整備に取り組むこと。 

三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度について、本制度を利用した外国法事務弁

護士による権限外の業務に対する不当関与等の懸念が示されていることを踏まえ、本

制度の運用状況を注視し、必要に応じて更なる措置を講ずること。 

四 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度における外国法事務弁護士が執行できる業

務の範囲及び権限外の業務に対する不当関与の禁止の規定等について、企業を含む関

係者に対し、十分な周知・説明を行うこと。 

  右決議する。 

四、衆議院法務委員長報告（令和二年五月二二日） 

○松島みどり君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律

関係の一層の安定を図る等のため、所要の措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての

代理の規定を整備すること、 

 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 

 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする

共同法人の設立を可能とすること 

であります。 

 本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもの

で、去る四月十日、参議院において可決の上、本院に送付され、十三日本委員会に付託

されました。 

 委員会におきましては、五月二十日、提案理由の説明の聴取を省略し、採決の結果、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


